
 
参考  

 
 
 
 
 
 
 
 

【事業内容】 
 
 

 27



 
 
バス路線再編 

 

1. 幹線(運行頻度が高く利用者の多い路線)については、少系統多頻度運行により利便性

向上を図るとともに、支線については、収支状況、利用状況に応じて系統数、運行

頻度を見直すことによる効率化 中心部

 
(1)実施方法 
1)実施方針 

 中心部は地域中心及び生活拠点、乗継拠点と都心を連結する「幹線バス」の利便性

向上により「公共交通軸」を形成し、その他支線バスを含めたバス路線網全体を維

持する。 
 幹線バスのうち、多車線道路を通り一定の走行速度が見込める路線については、ハ

ード、ソフト面で走行性の向上に努め、多頻度運行化を目指す。 
 公共交通軸の利便性向上により公共交通軸沿線への居住促進を支援する。 
 郊外部については、廃止バス路線の代替交通を市民・地元関係者が主体となって運

営を行い、市がその導入・運営を支援することにより地域住民の移動手段を確保す

る。代替交通は、乗り継ぎターミナルで中心部のバスと乗り継ぎ可能にする。 
 県・市が赤字バス路線の維持を費用面で支援していく(補助金制度) 

 

▼将来バス路線網 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

※支線バスの表示は数が多いため省略
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2)幹線バス・支線バスの設定 
市内バス路線のうち、以下の要件に適合するバス路線・区間を「幹線バス」として「公

共交通軸」に設定し、少ない系統で多頻度の運行を行なう。 
  
 ①運行頻度が多く利用者が多い路線(概ね平均乗車密度 5.5 人/台 km 以上、平均運行 
  回数は概ね 5 往復以上) 
 ②地域中心と都心を結ぶ路線 
 ③生活拠点（病院等）と都心を結ぶ路線 
 
 

▼幹線バス一覧表（運行実績は H19 年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

▼平均乗車密度と収支率の関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方面 起　　点 経由地 終　　点
系統ｷﾛ
程㎞

路線名
平均乗
車密度
（人）

平均運行回
数（回）

①運行頻度が
高く利用者が
多い路線(平
均乗車密度
5.5人以上）

②地域中心
と都心を結

ぶ路線

③生活拠点
（病院）と
都心を結ぶ

路線

都心 大川反車庫 八橋市民広場 秋田駅西口 5.0 中央交通 1.9 54.7 ○ ○
都心 臨海営業所前 県庁 秋田駅西口 5.0 臨海営業所 2.0 24.9 ○ ○
都心 秋田駅西口 商業高校 南浜回転地 9.0 川尻割山 5.9 28.0 ○ ○
土崎 秋田駅西口 高野 飯島北 11.1 新国道土崎 6.0 21.3 ○ ○ ○
土崎 秋田駅西口 県庁・青交セ 飯島北 11.3 寺内経由土崎 4.6 28.0 ○
土崎 秋田駅西口 高野 セリオン 11.3 新国道土崎 H20.10～ H20.10～ ○
新屋 秋田駅西口 大町 新屋案内所 7.6 新屋 6.0 24.8 ○ ○
新屋 秋田駅西口 市町村会館 新屋案内所 8.3 新屋西 6.0 26.3 ○ ○

大学病院 秋田駅西口 手形山北町 大学病院前 4.3 手形山大学病院 6.2 14.0 ○ ○
大学病院 秋田駅西口 手形山西町 大学病院前 5.1 手形山大学病院 5.5 11.2 ○ ○

外旭川・組合病院 土崎駅前 自衛隊 組合病院 3.7 神田土崎 3.3 9.7 ○
外旭川・組合病院 秋田駅西口 天徳寺 外旭川市営住宅 6.8 神田旭野 6.1 24.4 ○ ○
外旭川・組合病院 秋田駅西口 天徳寺 組合病院 9.1 神田旭野 6.8 4.9 ○ ○
外旭川・組合病院 秋田駅西口 高野 組合病院 9.1 新国道土崎組合病院H20.10～ H20.10～ ○
外旭川・組合病院 土崎駅前 自衛隊 組合病院 3.7 組合病院 H20.10～ H20.10～ ○
外旭川・組合病院 秋田駅西口 県庁・青交セ 組合病院 12.1 将軍野 4.9 12.9 ○

泉 秋田駅西口 千代田町 秋操駅 4.1 泉秋操 4.6 18.9 ○
日赤・御所野 秋田駅東口 明田 大平台 4.8 桜ガ丘 5.6 16.5 ○
日赤・御所野 秋田駅東口 日赤病院 中央シルバー 12.1 広面御所野 5.1 24.2 ○ ○

仁井田 秋田駅西口 牛島東五丁目 二ツ屋中丁 5.1 二ツ屋福島 3.5 14.7 ○
仁井田 秋田駅西口 有楽町 牛島西四丁目 7.1 大住団地 4.3 18.9 ○
仁井田 大川反車庫 長崎・上新田 御野場団地 12.9 御野場団地 3.7 11.6 ○

幹線バス計 ー ー ー 168.6 ー ー ー ー ー ー

y = 0.1745x + 0.0385

R2 = 0.7787

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

平均乗車密度（人/台km）

収
支

率
（
経

常
収

益
/
経

常
費

用
）

5.50

乗車密度が高いほど収支が向上 

5.51 人/台ｋｍ以上で黒字
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3)幹線バスのサービス水準の設定方針 

 幹線バスのサービス水準は以下のフローに従って設定する。 
 

▼設定フロー 

現状の運行数 

イライラせずに待てる時間の

平均 

 電通消費研究センターイン

ターネットアンケート 

 サービス水準の設定 
 運行頻度の見直し 
 収支計算 
(電通消費者研究センター) 

利用状況の把握 

 中心部市民アンケート

調査（H20） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 幹線バスの現在の主要方面別平均往復回数を見るとほとんどの方面で朝・夕ピーク

時に 15 分に 1 本（1 時間当たり 4 往復）間隔を満たしておらず、運行本数の増加が

必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※朝・夕ピークの中で 15 方面の合計値が 大の時間帯を表示 
※平均往復回数を集計した主要方面は以下の通り 
（15 方面：幹線バスの起終点となる秋田駅⇔地域中心、病院、郊外代替交通との乗り継ぎ地点） 

 
 
 
 

 

 

 

 

▼幹線バスの 
主要方面別平均往復回数（朝ピーク 9時台）

※往復回数＝（上り本数＋下り本数）/2 

※H20.10 時点（廃止予定系統は除く） 

▼幹線バスの 
主要方面別平均往復回数（夕ピーク 17 時台）

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

方面NO

運
行

本
数

（
往

復
）

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

方面NO

運
行

本
数

（
往

復
）

NO 方面
運行本数
（往復）

系統
数

NO 方面
運行本数
（往復）

系統
数

1 秋田駅西口⇔新国道⇔飯島北 37.0 1 9 秋田駅西口⇔新屋案内所 24.0 1
2 秋田駅西口⇔寺内（旧国道）⇔飯島北 23.5 1 10 秋田駅西口⇔県庁・市役所⇔新屋案内所 22.5 1
3 秋田駅西口⇔県庁・市役所前 196.5 5 11 秋田駅西口⇔二ツ屋下丁 32.5 2
4 秋田駅西口⇔寺内（旧国道）⇔組合病院 15.0 1 12 秋田駅西口⇔秋田貨物駅入り口 20.0 1
5 土崎駅⇔組合病院 25.0 2 13 秋田駅東口⇔大平台 16.5 1
6 秋田駅西口⇔天徳寺⇔組合病院 12.5 1 14 秋田駅東口⇔新都市交通広場 26.0 1
7 秋田駅西口⇔天徳寺⇔外旭川市営住宅前 18.0 1 15 秋田駅東口⇔日赤病院 26.0 1
8 秋田駅西口⇔大学病院 28.5 2
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4)支線バスのサービス水準の設定方針 
ⅰ）黒字路線 

 1 日 4 往復を基本とし、現状の運行本数を維持とする。 
ⅱ）赤字路線（運行頻度少（4 往復未満）） 

 利用者が少なく、増便もできず、運行頻度が少なくこれ以上の減便もできないの

で現状の運行本数を維持する。 
ⅲ）赤字路線（運行頻度多） 

①設定方針 
以下のフローに従って設定する。 

 
▼設定フロー 

現状の運行本数 

 サービス水準の設定 
 運行頻度の見直し 
 収支計算 
(電通消費者研究センター) 

利用状況の把握 

 中心部市民アンケート調査（H20） 
 中心部バス利用者実態調査（H20） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

②現状の運行状況 

 支線バスは行き先が同じでも通るルートが異なる系統が多いので方面別では無

く、全系統の平均往復回数を見ると、ピーク時に 1 往復以上の運行頻度が確保さ

れていない状況にある。さらにピーク時とオフピーク時に運行本数の差が無い状

況にある。そこで、利用状況及び収支に応じた運行頻度の見直しが必要である。 
 

▼支線バスの平均往復回数 

単位：往復

0.0
0.1

0.5 0.4
0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3

0.5
0.3

0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5時台 6時台 7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※往復回数＝（上り本数＋下り本数）/2 
※H20.10 時点（廃止予定系統は除く） 
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③運行頻度と収支 

 平均乗車密度と収支率の関係を見ると秋田市では平均乗車密度が概ね 5.5 人で収

支が黒字となる。しかし、秋田駅発着のバスを見たときにピークの時間帯でも平

均乗車人数が秋田駅発着平均で 5.5 人を下回る時間帯があり、その時間帯は需要

と運行頻度のバランスが取れていない。 
 サービス水準である 1 日 4 往復（ピーク時 7～10、12、15、17～18 時台）を基準

とし、ピーク時は、利用状況に応じた運行区間の短縮、その他の時間は利用状況

に応じた運行頻度の見直しにより経費削減を図っていき、収支改善を図っていく

必要がある。 

▼「支線バスの赤字路線（運行頻度多い）」の時間帯別平均乗車人数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5)郊外部のサービス水準の設定方針 
郊外部は既存バス路線が廃止され、市民の生活の足が無くなる状況に瀕しており、市

民の外出機会の確保を 優先するため、既存バス路線について市の導入支援による代替

交通により 1 日 1 往復以上の運行を確保し、今後ともバス利用可能圏を維持する。 
 

(2)バス路線再編のスケジュール 
中心部のバス路線は平成 21～22 年度に具体的再編方法を検討し、平成 23 年度より順

次実施していくものとする。郊外部については平成 21 年 9 月のバス路線廃止に合わせ

て代替交通の運行を開始するよう検討を進める。 
 

9.38

5.84

8.78

6.27

3.40

4.45

2.54

3.553.58 3.81

2.05 1.84

0.000.00

5.41

3.34

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時

発着時刻

平
均

乗
車

人
数

（
人

）

秋田駅発着平均

利用ピーク

4.89
5.35 5.5 人 

資料：バス利用実態調査結果（H20,12） 

※6,8,11,13,16,18 時台の各１便を調査 
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2. バス事業者の使用する土地・建物の減額貸付 
市はバス事業者が事業用として使用する土地・建物の私有財産の貸付減額について、

バス路線維持を目的として平成 20 年 4 月から 3 年にわたり、貸付量を基準額の 2 分の

1 とした。 
対象は旧交通局用地・建物である。 

中心部

 

▼対象となる用地・建物一覧 
用地名 所在地 地目 

旧交通局 寺内字蛭根 雑種地 

旧交通局東営業所 広面鍋沼 宅地 

秋田温泉線、添川線のバス回

転地 

添川字蓬田 雑種地 

神田土崎線(笹岡経由)のバス

回転地 

外旭川字南沢 雑種地 

 

▼対象となる建物一覧 
建物名 所在地 

事務所及び油脂庫 寺内字蛭根 

事務所、整備棟及び油脂庫 広面字鍋沼 
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バス走行環境の向上 

1. ＴＤＭ施策等の渋滞緩和策の導入や冬期走行性向上 中心部

(1)実施方法 
① 時差出勤等の TDM 施策の推進 

 秋田県では、関係機関や一般企業の方々にも積極的に時差出勤を導入するようお

願いしている。今後は、時差出勤やノーマイカーデーの拡充等が考えられる。 
 
 

○朝の渋滞を緩和します

～交通の分散により、ピーク時の交通量が減り、渋
滞を緩和します～

○自然環境の保全につながります

～速度の向上によりCO2排出量が抑制され、地球温
暖化防止に寄与します～

○生活道路の安全性を向上します

～ぬけ道として利用されている生活道路や通学路へ
の入り込み交通が減少します～

○公共交通機関の利便性を向上させます。

～バスの定時性確保などの利便性向上に寄与しま
す～

○朝の生活にゆとり時間を生みます

～時差出勤者の朝の時間に余裕ができ、子育て時
間など生活のゆとりを生みます～

○通勤時のストレスを軽減します

～通勤時間の短縮や渋滞回避により身体的・精神的
負担を軽減します～

時差出勤導入で期待される効果

○朝の渋滞を緩和します

～交通の分散により、ピーク時の交通量が減り、渋
滞を緩和します～

○自然環境の保全につながります

～速度の向上によりCO2排出量が抑制され、地球温
暖化防止に寄与します～

○生活道路の安全性を向上します

～ぬけ道として利用されている生活道路や通学路へ
の入り込み交通が減少します～

○公共交通機関の利便性を向上させます。

～バスの定時性確保などの利便性向上に寄与しま
す～

○朝の生活にゆとり時間を生みます

～時差出勤者の朝の時間に余裕ができ、子育て時
間など生活のゆとりを生みます～

○通勤時のストレスを軽減します

～通勤時間の短縮や渋滞回避により身体的・精神的
負担を軽減します～

時差出勤導入で期待される効果

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典：秋田県 建設交通部 道路課ホームページ 

［パンフレット］時差出勤にご協力ください 
[資料]時差出勤の効果について 

 
 
 

■参加者の8割が通勤時間の短縮を実感

通勤時間が短くなった

渋滞によるイライラがなくなった

出勤前の時間が有効に使えるようになった

抜け道や裏道を利用しないため安心して運転できる

朝寝坊が出来るようになった

仕事の効率が高まった

意欲的に仕事ができるようになった

その他

81.1

65.9

40.9

25.8

16.7

3.8

3.0

11.4

(％)
▼時差出勤によって良くなった点

※複数回答（未回答者を除く)　　資料：職員アンケート

N=132

○時差出勤参加者の約8割が通勤時間の短縮効果がありました。
○約7割が通勤時のストレス軽減を実感しています。

○通勤時間の短縮により、朝の生活にゆとりが生まれています。

時差出勤の効果について(秋田市内)
 
 
 
 
 
 
 
 

■積雪時の通勤時間の短縮に寄り効果が大きい

○時差出勤参加者の約8割が通勤時間の短縮効果がありました。
○約7割が通勤時のストレス軽減を実感しています。

○通勤時間の短縮により、朝の生活にゆとりが生まれています。

時差出勤による通勤時間の変化は
○積雪期(冬期)では、参加者の約4割が20～40分短縮し、 大60分

以上の短縮効果もありました。
○通常期(無雪期)においても、約5割が10～20分短縮し、 大30～
60分(約1割)の短縮効果がありました。

0 20 40 60

30～60分短縮

20～30短縮

10～20分短縮

10分未満短縮

変わらない

増えた

不明

7.6
17.4

48.5
11.4

4.5
4.5

6.1

(％)

▼所要時間差比較(通常期)

資料：職員アンケート

N=132

0 20 40

 
 

60

1時間以上短縮

40～60分短縮

20～40分短縮

10～20分短縮

10分未満短縮

変わらない

不明

2.0
16.0

43.0
22.0

3.0
2.0

12.0

(％)

▼所要時間差比較(積雪期)

資料：職員アンケート

N=100
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② 道路管理者と連携によるバスの冬期走行性向上 

 秋田県では除雪の車線確保ランクを設定している。(補助国道、県道対象) 
 秋田市では、緊急輸送道路指定、バス路線、公共施設配置等から道路を重要度に

応じて区分し、さらに豪雪に対応するため、積雪深に応じた作業優先順位を定め

ている。(市道対象) 
 

▼秋田管内(秋田市・男鹿市・潟上市・南秋田郡)車線確保マップ (平成 19 年 12 月 4 日現在 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 出典：あきたのみち情報ＨＰ

走りやすい

↑

青： 大型車２台以上がすれ違える幅が確保されている。

↑

緑： 乗用車２台がすれ違える幅が確保されている。

大型車の交互走行は困難。

↓

赤： 大型車１台程度しか確保されていない。

乗用車１．５台程度で、待避所等を設け交互通行する。

↓

走りにくい

 

▼秋田市道路の重要度と優先順位(除雪) 

 
平常時

(レベル1)
警戒時

(レベル2)
豪雪時

(レベル3)
緊急路線 1 1
主要幹線 2 2
生活幹線 3 3

一般生活道路 4 4
狭あい道路 5 2 3 5
緊急路線 1 1 1
幹線歩道 2 2
通学歩道 3 3

一般歩道 一般歩道 4 2 3 4

道路種別
道路の
区分

重要度
作業優先順位

車道

主要道路
1

1

生活道路
2

歩道
主要歩道 1

2

○平常時（レベル１）：秋田地方気象台発表の積雪深が30cm未満

○警戒時（レベル２）： 〃 30cm以上50cm未満

○豪雪時（レベル３）： 〃 50cm以上

 
 
 
 
 
 
 
 

 35



＜参考＞官民が連携した冬期交通向上への取り組み 

 秋田河川国道事務所では、秋田県、秋田市、秋田県警、東日本高速道路(株)、バ

ス事業者、(社)日本自動車連盟とともに「秋田地区道路サービス向上検討会」を

組織し、「冬期道路サービス」の向上に向けて官民が連携した取り組みを平成 15
年度から行っている。 

 
 

平成19年度の取り組み内容
 

除雪幅員の拡大  行政間の垣根を越えた除雪の実施 
(道路管理者間相互の振り替え除雪の実施) 

地域との連携強化(行政と住民との連携・社

会実験の実施) 

主要交差点における除雪タイミングの調整 
凍結抑制剤散布の効率化 
(散布区間の拡大と散布方法の見直し)  

 PRの強化 
 
 ○地域との連携強化 

地域住民ボランティアの協力による狭隘な生活道路の除雪。  
ハンドガイド式小型除雪機や排雪用トラックの貸与、燃料・点検の費用負

担などで行政が支援。 
 
 空き地を小堆雪場として確保。 
 民家の間口除雪と車道除雪のタイミング調整 
 
 

市役所
車道除雪実施前に連絡・調整

 地域住民

 
 
 
 
 

▼取り組み実施地域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車道除雪を実施
・「間口除雪の直後に車道から雪寄せ
された」、「車道除雪から時間がたって
しまい、間口の雪がカチカチになった」
等の苦情を減らす。

車道除雪に合わせた民家の間口除雪タイミン
グを合
わせる

車道除雪に合わせた民家の間口除雪

・「間口除雪の直後に車道から雪寄せ
された」、「車道除雪から時間がたって
しまい、間口の雪がカチカチになった」
等の苦情を減らす。

・機械・用具の貸し出し
・消耗品の提供
・安全指導

など

行政

・活動の実施
（清掃美化活動、植裁
管理、除雪など）

住民・企業など

協定
など

【ボランティアサポートプログラム】
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(2)実施効果 
○他都市における TDM 施策による渋滞緩和策とその効果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●札幌市
一般車混入率は国道5号で24ポイント、国道12号で8ポイント減少した。

導入の結果、平均所要時間が1分26秒短縮し、また路線バスの乗客が

12.7％増加した。

●長岡市

平成9年度には月平均7,000枚の利用があった。

・新たなバス需要の喚起（バス以外からバスへの転換、新たな外出）

・・・12.1％

・自動車利用からバスへの転換・・・3.9%
・新たな買物客の創出(新たな外出、他の商業地からの吸引)・・・12.0%

交通渋滞の緩和とともに、環境負荷の軽減や交通弱者の利便性を向上させるため、各地
でさまざまなバス利用促進策が実行されている。

●札幌市

昭和50年よりバスレーンが設置されているが、平成5年に一部レーンをカラー舗装した。また、北海道
警察は、一部の路線に公共車両優先システム(PTPS)と車両運行管理システム(MOCS)を導入した。

●長岡市

バス利用の促進と商店街の活性化をめざして、平成7年12月の試行を経て、平成8年4月よりお買い物
バス券を導入した。 このシステムは、市内の商店で2,000円以上の買物をした利用者が、バスの中で
取ることができる引換券と引き替えに、その商店からバスの回数券(150円)を受け取れるというもの。

バスの利用促進とバスレーンの工
夫

＜札幌市、長岡市＞

―

藤沢市では、自転車道、自転車歩行者道などの自転車走行空間の整備を図っている。ま
た、自転車駐車場等を整備し、大量公共輸送機関との連携を図ることにより、一層の自転
車利用の促進を図っている。

自転車利用の促進

＜藤沢市、名古屋市＞

―

公共交通機関の利用促進のために、路面電車やバス等の運行状況等の情報を提供して
いる。

・移動体インテリジェントロケーションシステム

・iモビリティセンター

交通情報の提供＜広島市＞

平成5年の試行実験では、5分から10分程度の所要時間短縮効

果があった。
金沢市では、郊外の商業施設等の駐車場でマイカーからバスに乗り換えて都心に通勤す
る「K.Park」と呼ばれるシステムを平成8年度から実施している。

また、ゴールデンウィークには高速道路インターチェンジ周辺に臨時駐車場を設け、兼六園
までのシャトルバスを運行することで市内の交通渋滞の緩和を図っている。

手段の変更(パーク&バスライド) 
＜金沢市＞

路面電車、鉄道、バス等と自動車の相互の連結が強化され、利
用者の利便性や安全性が向上した。

大量公共輸送機関等の連結を強化するため、JR豊橋駅前にペデストリアンデッキを整備
するとともに、この下まで路面電車を延伸した。

大量公共輸送機関の連結強化

＜豊橋市＞

・トラック台数・・・・・・・65％減

・エリア内走行距離・・87％減

・総駐車時間・・・・・・・17％減

福岡市天神地区では、平成6年から35社の事業者からなる「天神地区共同輸送株式会社」
により共同集配が行われている。

地区内に49箇所(平成13年時点)の専用駐車スペースを設け、専用車両により荷さばきが
行われている。

共同集配＜福岡市＞

・渋滞時間帯が・・・・・90分→40分

・ 大渋滞長が・・・・・810m→730m
・走行時間が・・・・・・・15分→8分

・バス運行時間が・・・14分→5分

平成9年に車を利用する通勤者に通勤ルートを変更してもらい、渋滞緩和状況を把握する
通勤経路変更実験を行った。

その結果、右記のような渋滞緩和効果があり、本格実施に向けた検討が進められている。

経路の変更＜浜松市＞

ピーク時の交通量がやや平準化し、 大渋滞長についても平成
6年の5.8kmから平成9年には3kmに減少。

平成7年より国の交通対策本部申合せを受け、官公庁職員のほか、民間企業も含めた時

差通勤が浸透しつつある。

時間の変更(時差通勤)
＜広島市＞

効果内容種類

●札幌市
一般車混入率は国道5号で24ポイント、国道12号で8ポイント減少した。

導入の結果、平均所要時間が1分26秒短縮し、また路線バスの乗客が

12.7％増加した。

●長岡市

平成9年度には月平均7,000枚の利用があった。

・新たなバス需要の喚起（バス以外からバスへの転換、新たな外出）

・・・12.1％

・自動車利用からバスへの転換・・・3.9%
・新たな買物客の創出(新たな外出、他の商業地からの吸引)・・・12.0%

交通渋滞の緩和とともに、環境負荷の軽減や交通弱者の利便性を向上させるため、各地
でさまざまなバス利用促進策が実行されている。

●札幌市

昭和50年よりバスレーンが設置されているが、平成5年に一部レーンをカラー舗装した。また、北海道
警察は、一部の路線に公共車両優先システム(PTPS)と車両運行管理システム(MOCS)を導入した。

●長岡市

バス利用の促進と商店街の活性化をめざして、平成7年12月の試行を経て、平成8年4月よりお買い物
バス券を導入した。 このシステムは、市内の商店で2,000円以上の買物をした利用者が、バスの中で
取ることができる引換券と引き替えに、その商店からバスの回数券(150円)を受け取れるというもの。

バスの利用促進とバスレーンの工
夫

＜札幌市、長岡市＞

―

藤沢市では、自転車道、自転車歩行者道などの自転車走行空間の整備を図っている。ま
た、自転車駐車場等を整備し、大量公共輸送機関との連携を図ることにより、一層の自転
車利用の促進を図っている。

自転車利用の促進

＜藤沢市、名古屋市＞

―

公共交通機関の利用促進のために、路面電車やバス等の運行状況等の情報を提供して
いる。

・移動体インテリジェントロケーションシステム

・iモビリティセンター

交通情報の提供＜広島市＞

平成5年の試行実験では、5分から10分程度の所要時間短縮効

果があった。
金沢市では、郊外の商業施設等の駐車場でマイカーからバスに乗り換えて都心に通勤す
る「K.Park」と呼ばれるシステムを平成8年度から実施している。

また、ゴールデンウィークには高速道路インターチェンジ周辺に臨時駐車場を設け、兼六園
までのシャトルバスを運行することで市内の交通渋滞の緩和を図っている。

手段の変更(パーク&バスライド) 
＜金沢市＞

路面電車、鉄道、バス等と自動車の相互の連結が強化され、利
用者の利便性や安全性が向上した。

大量公共輸送機関等の連結を強化するため、JR豊橋駅前にペデストリアンデッキを整備
するとともに、この下まで路面電車を延伸した。

大量公共輸送機関の連結強化

＜豊橋市＞

・トラック台数・・・・・・・65％減

・エリア内走行距離・・87％減

・総駐車時間・・・・・・・17％減

福岡市天神地区では、平成6年から35社の事業者からなる「天神地区共同輸送株式会社」
により共同集配が行われている。

地区内に49箇所(平成13年時点)の専用駐車スペースを設け、専用車両により荷さばきが
行われている。

共同集配＜福岡市＞

・渋滞時間帯が・・・・・90分→40分

・ 大渋滞長が・・・・・810m→730m
・走行時間が・・・・・・・15分→8分

・バス運行時間が・・・14分→5分

平成9年に車を利用する通勤者に通勤ルートを変更してもらい、渋滞緩和状況を把握する
通勤経路変更実験を行った。

その結果、右記のような渋滞緩和効果があり、本格実施に向けた検討が進められている。

経路の変更＜浜松市＞

ピーク時の交通量がやや平準化し、 大渋滞長についても平成
6年の5.8kmから平成9年には3kmに減少。

平成7年より国の交通対策本部申合せを受け、官公庁職員のほか、民間企業も含めた時

差通勤が浸透しつつある。

時間の変更(時差通勤)
＜広島市＞

効果内容種類
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2. 幹線バス区間でのバス専用レーンの導入、幹線バス区間でのバス優先信号システム

（PTPS）の導入 中心部 

 
(1)

(2)

実施方法 

 幹線バスのうち、多頻度運行をめざす、

「幹線バス」運行区間への導入を検討す

る。 
 ただし、秋田市内では下図の路線にバス

専用・優先レーンが設定されている。秋

田駅から臨海十字路までのルートは道路

の車線数が片側 3 車線以上あり、比較的

専用レーンが守られているが、新国道・

手形方面は優先レーンでかつ車線数が片

側 1 ないし 2 車線であるため十分に機能

しておらず、バスの遅れも著しい。左折

車の進入を拒むことができないなど、運

用面での問題を抱えているが、県警の協

力のもと実証実験も視野に入れた導入を

検討する。 
※秋田市内ではバス優先信号システム

(PTPS)は導入されていない。 
実施効果 

 実証実験による効果検証の実施を検討する。 
 

【参考】 

新国道の基幹バス導入に向けた車線運用(リバーシブ

ルレーン)社会実験案 

) 

・新国道の時間帯別上下線別交通量を見ると、7：00～10：
00 で上り線の交通量が下り線の交通量を大きく上回っ

ている(右グラフ参照

・そのため、新国道基幹バスの定時性確保に向け、時間帯で車線運用を変更する社会実験を実施 
・車線運用は、朝ピーク時 7：00～10：00 で上り 3 車線(うち 1 車線をバス専用レーン)・下り 1

車線運用、その他の時間帯については従来どおりの片側 2 車線運用とする(右下イメージ図参

照) 

・この車線運用で、現行の交通量を処理可能かの詳細な検討が必要。 
・社会実験を実施するにあたり、現在の各交差点での流出入交通量調査等を実施し、それらの結

果を用いて、ミクロシミュレーションによる検討を実施。 
・車線運用上の課題、交通処理面から見た精査を実施する。 

【課題】  
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 ・朝ピーク時(7：00～9：00)都心部方向へ3車線運用 
 ・現在運用中 

 ・規制区間延長:550m 

【4車線道路のリバーシブルレーン運用事例】 
■金沢市市道 
 (菊川2丁目交差点～鱗町交差点間) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼H17 新国道時間帯別上下線別交通量((主)秋田天王線寺内三千刈) 
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▼車線運用イメージ 

 
 

 
 
 

 
 
 

【朝ピーク時（7：00～10：00）】
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＜参考＞他都市事例 
・浜松市 
バス専用レーン全線に、バス優先の信号制御を行う公共車両優先システム(PTPS)が導

入されている。また、バ スレーンを走行・駐車している一般車両に対しては、案内板

で警告されるシステムになっている。 
 

▼わが国で適用されているバス優先方策一覧 

名称 説明

バス専用レーン
多車線道路で1車線を指定時間帯にバス専用とするもの。歩道よりの1車線を指定するのが普通だが、
歩道から2車線目（大阪市）や中央寄り車線（名古屋市）を指定することもできる。中央線変移を用いた往
復3車線以上道路で適用可能。

バス優先レーン
実質的には指定時間帯でもバス以外が走行できる点が異なる。（バス接近時に車線変更できる場合の
み車線変更するという規定）

バス感知器
交差点手前の車両感知器により、大型車（バス）の接近に応じて、交差点の信号制御での青時間延長や
赤時間短縮を行う。

バス優先信号制御
連続する信号機間で、バスの平均的な運行速度にあわせて、あらかじめ青信号になるタイミング（オフ
セット）を調整しておくものと、交差点などで、バスのみ右左折の信号制御をあらかじめ設定しておくもの
（専用レーンと併用）がある。

PTPS（公共交通優先信号）
対象バス車両に車載器を搭載し、光ビーコンのアップリンク機能で、対象バス車両を認知し、交差点の信
号制御での青時間延長や、赤時間短縮を行う。バスレーン整備、バス優先信号制御や、違反車両警告
装置などをあわせて導入することで、総合的なバス優先方策として機能させる。

バス専用道路

道路交通法による片側1車線の道路で時間帯によりバス以外の走行を禁止する道路（大阪市、奈良市、
東京都など）ものと、道路運送法による運輸事業者が保有する終日バス以外走行禁止の道路（北九州
市、富山市など）がある。トランジットモールは前者に該当する。名古屋のガイドウェイバスは専用道路の
一種に区分して解釈することもできる。（法的には軌道法専用軌道）
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バス運行情報提供の充実 

1. バス路線・系統の記号や番号統一化によるわかりやすいバス路線・系統表示 
 

 秋田市のバス路線・系統は基本的に放射状になっており、方面別に分類しやすい。 
 各方面別路線で色分けし、記号、番号を決める。さらに系統別に番号分けを行う。 
 バス行き先表示として行き先に加えて路線記号を表示させる。 
 現在、秋田中央交通では、行き先表示を LED 表示へ切り替え中である。(現在、247
両中 131 両が LED 表示) 

 切り替えには一定の費用がかかるので市が設備導入費用の支援制度の拡充を検討す

る。 
▼方面別路線で色分け、記号、番号分類例(一部路線のみ例示) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
▼秋田市 秋田中央交通におけるバスの行き先表示  ▼福岡市 西鉄バスにおけるバスの行き先表示 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                             ▼秋田市におけるバスの行き先表示(案) 

記号 乗り場 NO 路線名 路線記号
①番 1 中央交通線（県庁・八橋・大川反車庫方面） A-1

2 空港リムジン A-2
3 泉山王環状線（山王回り） A-3

②番 1 泉ハイタウン線 B-1
2 臨海営業所線 B-2
3 県立プール線 B-3

③番 1 神田旭野線 C-1
2 神田土崎線 C-2
3 添川線 C-3
4 泉山王環状線（泉回り） C-4

④番 1 秋田温泉線 D-1
2 仁別リゾート公園線 D-2
3 手形山経由大学病院線 D-3

秋田駅西口

A

B

C

D

▼秋田市 秋田中央交通におけるバスの行き先表示

（LED 表示） 

中心部
郊外部

                           神田旭野線 表示案 

 
 
 
 
 

 

 41



中心部・郊外部2. わかりやすいバスマップ作成及び配布、幹線バスのバス停での掲示 
 

 初年度は市がモビリティ・マネジメントの一環の市民向けプログラムとして、バス

マップの試作とモニターを実施し、本格導入の準備を行う。アンケートにより市民

の意見を反映して、使いやすさを向上し、またマップの作成・配布を通したバス利

用促進の話題づくりを行う。また、次年度以降の配布方法も検討する。 
 次年度以降、初年度の結果をふまえて、交通事業者が使いやすいマップを作成し、

配布、ホームページでの公開等を行う。 
 バス路線、系統の記号や番号統一化が図られるとよりわかりやすいバスマップの作

成が可能になる。 
 バスマップの幹線バスのバス停での提示も検討する。 

 

 実スケール作成されバス停の位置関係がわ
かりやすい。 

 方面別での色分けがなされ、目的地に向け
てどの系統を利用したら良いのかわかりや
すい。 

 バス路線、系統の番号統一が図られ、わか
りやすい など。 

▼現在の秋田中央交通 バス路線図

わかりやすいバスマップの作成 

（松江市を参考として） 

 路線別に色分けされているが、路線より細
かい系統別に分離されておらず、同じ路線
でも系統によって経由地が異なるため、目
的地に向けてどの路線を利用したらよい
か、わからない場合がある。 

 路線図が実スケールではなく、バス停の位
置関係がわかりにくい。 

 バス路線、系統の記号や番号統一化が図ら
れておらず、わかりにくい。 

現在のバス路線図の課題 
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▼どこでもバスマップ(市街地) ▼どこでもバスマップ(市街地) 

＜参考事例＞松江市における分かりやすいバスマップ作成 

市内のバス路線再編に伴い、松江市内のバス路線をわかりやすく1 枚にまとめた「どこでもバスマッ

プ」を地元の市民団体「まちかど研究室」が作成した。3 事業者が運営するすべての路線を網羅し、1 日

の本数や運賃などもビジュアルに示されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜参考事例＞福岡市におけるバス停でのバス路線・系統図の掲示 

福岡市内でバスを運行する西鉄バスではバス路線の方面別に番号・色分けをおこなっている。インタ

ーネットＨＰ及び携帯サイトでバス停時刻表検索可能な他、市内の全バス停に写真のような停車するバ

ス路線・系統の路線図(停車バス停＋料金)を掲示している。 

 

▼バス路線・系統図 
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バス利用環境の改善 

1. バス停へ上屋及びベンチを設置 中心部

 

 現在、秋田市内のバス停 1505 箇所中、149 箇所(約 1 割)でバス停上屋が設置されて

いる。(ベンチ概ねとセットで設置) 
 基本的に交通事業者が設置することになっているが、近隣の施設が設置する場合も

ある。 
 基幹バスの利便性向上のため、基幹バス路線沿線のバス停のうち上屋やベンチの未

設置なバス停への導入を促進していく。(95 箇所) 
 設置には一定の費用がかかることから市が交通施設整備費用の支援制度の拡充を検

討する。 
 

▼北都銀行前のバス停上屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼秋田大学医学部附属病院のバスターミナル(平成 19 年 12 月完成) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ※秋田大学医学部附属病院が設置 
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2. 低床バス、ワンステップバスの導入 中心部

 

 秋田中央交通保有車両約 247 両中低床バス車両は 76 両となっている。(約 35%) 
 ノンステップバスについては車高が低く、積雪地では降雪により走行が困難になっ

たり、歩道の堆雪のため乗降が困難になったり、不向きであり、秋田県内において

ノンステップバスの保有数はゼロである。首都圏を抱える関東運輸局管内では 18441
両中 5778 両(31.33%)と導入率が高い。 

 「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(平成 18 年 12 月 15 日告示)において、バ

ス車両(現時点においては、総車両数約 6 万台)に関し、「平成 27 年までに、原則とし

て総車両数約 6 万台のすべてについて、低床化された車両に代替する。また、総車

両数の約 30 パーセントに当たる約 1 万 8 千台については、平成 22 年までに、ノン

ステップバスとする。」とされている。 
 秋田市は超高齢社会を向かえ、高齢者の利用もますます増えることが予想され、ま

た、平成１６年８月「秋田市交通バリアフリー基本構想」の秋田駅周辺地区の特定

事業計画の中に秋田中央交通による「ノンステップ・ワンステップバス等低床車両

の導入」が位置づけられているので秋田中央交通の全車両でも低床バス（ワンステ

ップバス）の導入を目指す。(残り約 144 両) 
 秋田中央交通では車両更新時に低床バス（ワンステップバス）を随時導入中。 
 バス導入にはかなりの費用がかかることから導入促進に向けて、市が導入費用の支

援制度の拡充を検討する。 
 
               ▼バリアフリー対応のバスの種類 

 

 「低床バス」 は、床面の地上面からの高さは

65 ㎝以下であって、スロープ板及び車いすスペ

ースを 1 以上、乗降口と車いすスペースとの間

の通路の有効幅は 80 ㎝以上であること等、バリ

アフリー新法の移動等円滑化基準に適合するバ

スをいう。 
 
 

 ワンステップバスとは、乗客が乗降しやすいよ

うに乗降口のステップを 1 段だけとしたバス車

両である。中ドアに車いす用スロープを設ける

ことにより、車いすでの利用が可能となる。 
 
 

 「ノンステップバス」は床面の地上面からの高

さが概ね 30 ㎝以下であって、バリアフリー新法

の移動等円滑化基準に適合するバスをいう。 
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3. 市内バス会社・公共交通で利用が可能なＩＣカードの導入 中心部・郊外部

(1)実施方法 

 1 年間利用者の多い特定路線にて実証実験を実施し、利用者の意見や利用状況を把握

し、導入効果を検証する。 
 実証実験の効果をふまえて、一定の効果が見られれば、本格導入を実施する。 
 導入にはかなりの費用がかかることから、市が導入費用の支援制度の拡充を検討す

る。 
 

 

①関西圏 

平成18年より、民鉄・地下鉄・バスによる「ＰｉＴａＰａ」とＪＲ西日本による「ＩＣＯ

ＣＡ」の相互利用が可能。 

「ＰｉＴａＰａ」では、各事業者ごとに利用回数、利用額、利用区間の指定やキャンペー

ンに応じた割引を実施。また、京阪電気鉄道、阪急電鉄等では、「ＰｉＴａＰａ」に対応し

た自社グループのクレジットカードで乗車した場合、運賃に応じたポイントを付与する施策

を実施。 

②首都圏 

平成19年3月よりＪＲ東日本による「Ｓｕｉｃａ」と民鉄・地下鉄・バスによる「ＰＡＳＭ

Ｏ」の相互利用が開始された。 

③高松琴平電気鉄道 

ＩＣカード「ＩｒｕＣａ」では、利用回数に応じた割引(1回目から)や鉄道・バスの乗継割

引を実施。また、高齢者、学生、身体障害者・介護者用に割引率を高めた種類も発売。 

④伊予鉄道 
 ＩＣカード「IC い～カード」では電車・バスを利用した場合、通常の運賃から

10％を割り引いた運賃が自動的に精算される。市内電車(坊っちゃん列車を除く)
及びバス(都心循環東南線・東西線・平和通り線)の利用については 1 日 300 円(小
児 150 円)で 1 日フリー乗車券のサービスを自動的に受けられる。 

 デパートなどの加盟店での使用も可能。 
 

▼「PASMO」         ▼「ＩｒｕＣａ」    ▼「IC い～カード」 

＜参考事例＞他都市の導入事例 
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⑤鹿児島市(鹿児島県)ほか 5 事業者 
 かごしま共通乗車カード「Rapica」＆「いわさき IC カード」は各社路線バス、市電、

一部フェリー等旅客船で利用でき、主に以下のサービスが受けられる。 
(ⅰ)発売・積み増し時のプレミア：発売時及び積み増し時に1割のプレミアが付加される。 

(ⅱ)IC カード導入に伴う新たなサービスとして、乗継割引(バスとバスの場合は5％割引、

市バスと市電の場合は40 円(小児20 円)を割引。ただし、同一事業者の場合に限る。 

(ⅲ)利用運賃額の1％がポイントとして

積み増し時に付加される。 

((ⅱ)、(ⅲ)は「ラピカ」のみ) 

 鹿児島市交通局における IC カード

導入費用は、車載機器、ソフト開発

等に計 2 億 1,800 万円(うち、バス 1 
億 3,900 万円、市電 7,900 万円)で、

このうちバスに対して国・県・市か

ら 3,299 万円の補助。 

▲「 Rapica 」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)実施効果 
他都市では以下の実施効果が見られた。 
① 伊予鉄道での実施効果 

 運賃値下げ等の総合的な施策の効果により、利用者が増加。 
 顧客満足度としては、特に高齢者の方に小銭が不要、残額保障などが好評。 
 現金客が依然として多いが、バス停留所ごとの乗車人員の把握可能。 

② 鹿児島市ほか 5 事業者での実施効果 

 鹿児島市交通局の市バス・市電における収入額に占める回数券・定期券(紙製か

ら IC カード化した券種)の割合が増加しており、IC カードの普及拡大が見られ

る。 
 また、紙製回数券の発売中止により、精算に係る人件費や販売委託店手数料など

の経費節減が図られた。 
③ 札幌市の実証実験での実施効果 

 交通型 IC カード導入による一人当たりの乗降時間短縮効果 
現金等利用時の一人当たりの乗降時間：約 2.67 秒 
交通型 IC カード用時の一人当たりの乗降時間：約 1.78 秒 
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利用しやすいバス運賃の検討 

1. 地元関係者からの利用者確保を前提とした提案を受けた試験的な料金の値下げ (ト
リガー方式) 中心部・郊外部・公共交通空白地域

 

 この取り組みは、金沢市が新たに提案した「金沢バストリガー方式」である。 
 市民・地元関係者と交通事業者が協定を結ぶことで、交通事業者が積極的に事業展

開しようとする際のリスクを軽減する一方で、利用者には利便性が向上する代わり

に、積極的かつ継続的にバスを利用してもらうという一定の責任を担うものである。 
 秋田市では実施事例が無く、上記事例を参考とした導入方法を検討する。 
 大学だけでなく、その他地元関係者との実施可能性もある。 
 地元関係者からの提案、市の仲介、バス事業者の協力が必要である。 

 
 

【金沢バストリガー方式(石川県金沢市)】 
 北陸鉄道、金沢大学、金沢市の産官学連携により、旭町周辺～金沢大学角間キャンパス

間の路線バス運賃を 100 円とする実証実験を、平成 18 年 4 月より実施中 
 バス事業者による積極的な利便性向上施策の導入を促し、利用者に積極的かつ継続的な

バス利用を促すため、バス事業者がバス料金の低減や路線の新設・延長・増便など実施

する場合には、事前に設定した採算ラインを満たさなければ元に戻すことを約する協定

(バストリガー)をバス事業者と地域住民等との間で締結している 
 平成 19 年 11 月 30 日時点で、対象区間の運賃収入額が基準年度である平成 17 年度の運

賃収入額を超えたことから、平成 20 年度も継続して路線バスの 100 円運行を実施してい

くことが決定している 
【バストリガー利用実績】 

■平成19年度目標利用者数 

対象区間内における平成17年度の運賃収入額を上回るために必要な利用者数 

 
 
 

■達成状況 

 
 
 
 
 
 
 

※平成20年11月12日時点において目標を達成(222,543人)し、平成21年度も継続実施 

117,090人平成17年度推計利用者数

221,687人（189％）目標利用者数

117,090人平成17年度推計利用者数

221,687人（189％）目標利用者数

＜参考事例＞他都市の導入事例 
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2. バスのゾーン制料金等の導入によるバス運賃支払いの単純化 中心部 

 

 秋田中央交通では現在、基本的に対距離料金となっている。 
 バス路線の再編が終了後、幹線バスへの導入を検討する。 
 幹線バスでの実証実験を実施し、その結果をふまえて本格導入を検討する。 

 
 

バス利用者の減少に伴い補助額は増加を続けたことから、市は大規模な市民アンケートを

行い、ニーズを調査、分析。思い切った低額運賃の導入により、乗車人員を増加させ、財政

支出を抑制するとの方針を決め、利用者、運行事業者、国、県との協働で、従前最高700円の

区間を含め、200円定額バスの運行開始。職員の営業活動の効果もあり、利用者は倍増し、収

入は従前と同額を確保。さらに、市は、「公共交通の発展を図ることが、あらゆる発展につ

ながる。」との考えのもと、短期、中期、長期の公共交通施策に取り組んでいる。⇒H19年10

月1日市全域に拡大 

★実証実験結果(3路線) 

(実施前)  9．3万人 ⇒  (実施後) 15．2万人 1．6倍に増加 

(実施前)H17.10～H18.9  (実施前)H18.10～H19.9   

＜参考事例＞京丹後市(上限対距離制) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜参考＞国内のバス運賃体系一覧 

国内のバスの運賃体系は以下のとおりであり、路線バスは対距離区間制や対距離制運賃

が主流となっている。均一制運賃は主に大都市部や地方中核都市の中心市街地の路線バス

や一部のコミュニティバスで用いられている。 
 運賃体系 概　　要

対距離制
距離あたりの賃率と距離を掛け合わせて料金を算定。これに
基礎運賃額を加算する場合もあります。
金額端数は多くの場合、四捨五入、五捨六入、24舎25入等で
調整します。

対距離区間制
短距離と同様だが、距離を区間帯（たとえば10～１５kmなど）
単位で料金を設定

上限対距離制 対距離制であるが上限金額が決まっているもの
均一制 料金が一律

部分均一制
一定エリア内（もしくは一定額）は均一、それ以外は対距離と
なる料金設定

ゾーン制
エリア（ゾーン）均一料金とゾーンまたぎ料金の組み合わせで
料金を設定。乗り換えは何度でも可能で時間制限を設定する
のが一般的。

ゾーン区間制 ゾーン制を基礎に、距離区間帯を設定する。
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3. 商業施設との連携による割引制度の拡大 中心部

(1)実施方法 
現状の割引制度、他都市の割引制度を考慮すると以下の実施方法が考えられる。 

 商業施設と連携した割引サービスの拡大 
 現在の一日フリー乗車券の土・日・休日割引による休日利用促進 

 
○現行の割引制度 

秋田市には現在、以下のバス割引サービスが存在する 
 

ほっぺちゃんカード(あきた共通商品券協同組合) 
加盟店で買い物すると、100 円毎に 1 ポイントもらえる。400 ポイントたまると「満点

カード」として使える。 
バス回数券購入時に「満点カード」1 枚につき 500 円として利用可。(協同組合が割引

分を費用負担) 
 

イオンモール買い物割引制度 
イオンモールで買い物すると、四ツ小屋御所野線(四ツ小屋駅前～新都市交通広場)(休
日のみ運行)の通常片道運賃 200 円が半額の 100 円になる割引券をもらえる。(イオン

モールが割引分を費用負担) 
 

その他の割引制度 
 高齢者バス優遇乗車助成事業(秋田市 介護・高齢福祉課) 

満 70 歳以上のかたは、1 冊 1,000 円分の高齢者専用回数券(ゆうゆう乗車券)を 600
円で毎月 7 冊まで購入できる。申請により「高齢者バス優遇資格証明書」の交付を

受け、販売所で回数券を買うことができる。中央交通バス、マイタウン・バス西部

線、北部線(予約式乗合タクシー)で利用できる。 
 

 高齢者運転免許証返納専用定期乗車券(秋田中央交通) 
(らくらくパス) 運転免許証自主返納者で 65歳以上のかたが購入可能な定期乗車券

※購入時、返納証明書が必要。 
中央交通全線で使用できる。(但し、高速バス、リムジンバス、定期観光バスを除

く) 
1 ヶ月：10,000 円、3 ヶ月：21,000 円、6 ヶ月：36,000 円 

 
 乗り放題乗車券(秋田中央交通) 

(一日フリー乗車券) 秋田市内路線で利用できる。(一部を除く) 
乗車日 1 日に限り、何回でも乗車できる。 
大人 820 円、小児 410 円 
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①名古屋市 
 平成 18 年 4 月より通常の 1 日乗車券と比較して安価な、土・

日・休日、毎月 8 日(名古屋市環境保全の日)等のみ利用可能で

ある「ドニチエコきっぷ」を導入。 
 発売額 大人 600 円、小児 300 円 (通常発売額 大人 850 円、

小児 430 円) 通用区間 市バス、地下鉄全線 
②八戸市 

ショッピングセンター・市民団体(ＮＰＯ)・バス事業者が連携して利

用促進 

 八戸市郊外の岬台団地と市内の 2 つの大型ショッピングセンター「ラピア」・「ピアドゥ」

を結ぶ路線として平成 19 年 4 月 1 日に従来の路線、運賃を見直して開設した。 
 両ショッピングセンターのバス停で降車する旅客に、乗務員が「得とくチケット」を配

布し、それらを店内で提示すると割引等のサービスを受けることができる。 
 ダイヤは買物時間を想定し、岬台団地発が 9 時～15 時台に 1～2 本／時、ショッピング

センター発が 12 時～17 時台に 1～2 本／時設定されている。 
 「得とくチケット」の割引分はそれぞれのショッピングセンター負担。ショッピングセ

ンターとしては来店客増と駐車場不足への対応を目的として協力している。 
 2 つのショッピングセンターとバス事業者は毎月会議を持ち連絡をとっており、「得とく

チケット」の他、共通イベントの開催などでも連携している。 
 本事例では NPO がアイディアを出し、バス事業者とショッピングセンターが連携して利

用促進に取り組んだ。 

＜参考事例＞他都市における割引サービス 

 
 

(2)実施効果 
他都市では以下のような実施効果が見られた。 
① 名古屋市 

 「ドニチエコきっぷ」の提示による沿線施設の割引も実施され、平成 18 年度に

は当初の予測を大幅に上回る 1 日あたり 18,500 枚、全 241 万枚を発売した。 
② 八戸市 

 市内の 2 つの大型ショッピングセンター「ラピア」「ピアド」を結ぶ路線に「特

とくチケット」を配布したところ、同路線の月間利用人員は約 5,600 人(平成 19
年 4 月)から約 8,900 人(平成 19 年 11 月)に増加した。(もともと利用人員の月変動

はほとんどなく、増加分は今回の施策効果によると考えられる。)併走する市営

バスからの転移に加えて、マイカーからの転移や誘発需要があったと見られる。 
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公共交通利用の促進 

1. 自動車から公共交通への転換に向けた市民への啓発を目的としたモビリティマネジ

メントの実施 中心部・郊外部

 
(1)モビリティ・マネジメントとは 

① モビリティ・マネジメント（MM)の定義 
一人一人のもモビリティ(移動)が、社会にも個人にも望ましい方向注)に自発的に変化

することを促す、コミュニケーションを中心とした交通施策。 
 

注)：すなわち、過度な自動車利用から公共交通・自転車等を適切に利用する方向 

 
② モビリティ・マネジメント（MM)のタイプ 

○居住地域における MM 

―｢世帯」を対象としたコミュニケーション(狙い：全般的な交通行動変容） 
○職場における MM 

―｢職場の職員」を対象としたコミュニケーション 
(狙い：通勤+業務交通の行動変容） 

○学校における MM 

―｢小学校・中学校」の MM 的授業の実施 
(狙い 1：児童の長期的行動変容) 
(狙い 2：児童の家族の即時的な行動変容） 

○特定路線における MM 

―利用促進をねらいとしたコミュニケーション 
出典：モビリティ・マネジメント交通をとりまく様々な問題解決に向けて 国土交通省 

 
③ コミュニケーションの基本技術 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 国内外から得られた知見 
●ほとんど全ての事例において 

・自動車利用が削減 
・公共交通利用が増加する結果が得られ

ており、 
●約 1～3 割の自動車利用の削減という結果 ▲国内のモビリティ・マネジメントの実施事例 

 
出典：モビリティ・マネジメント交通をとりまく様々な問題解決に向けて 国土交通省 

 52



＜参考＞モビリティ・マネジメント施策の種類 
 

モビリティ・マネジメントは、先に説明したように、「自発的な行動の変化」を導くための、「コミ

ュニケーションを中心とした交通施策（政策）」です。しかし、「自発的な行動の変化」をサポートす

るものであるなら、コミュニケーション以外の次のような様々な交通運用施策も含まれます。 
 
(1)コミュニケーション施策 

「自発的な行動変容」を導く も基本的な方法で、人々の意識や認知にコミュニケーションを通じ

て直接働きかけ、それを通じて行動の変容を目指す施策です。 
①コミュニケーションの要素技術 

MM の基本となるコミュニケーション施策は、次のようないくつかの技術の「組み合わせ」で実施

することが一般的です。 
■依頼法 

単なる「呼びかけ」であり、こうした呼びかけを行うだけで行動変容の意図が活性化されます。 
■行動プラン法 

行動変容をするとしたら具体的にどの様に実行するかの「行動プラン」の策定を要請する方法で、極めて有効

な技術であることが様々な研究によって明らかになっています。 
■アドヴァイス法 

行動変容にとって必要な情報を「アドヴァイス」という形で提供する方法です。これにはひとり一人個別のア

ドヴァイスを提供するもの（個別アドヴァイス法）と複数個人から構成される集団を対象にアドヴァイスを提供

するもの（集団アドヴァイス法）があります。 
■フィードバック法 

ひとり一人の行動や状況を測定し、それを｢フィードバック」することで、自分自身の行動についての注意を

喚起し、それを通じて行動変容の契機とするものです。これもまた、集団的なものと個別的なものがあります。 
 

②トラベル・フィードバック・プログラム 
モビリティ・マネジメントの代表的なコミュニケ－ション施策として、トラベル・フィードバック・

プログラム（Travel Feedback Program：以下 TFP）と呼ばれる施策が挙げられます。TFP とは、「大

規模、かつ、個別的」なコミュニケーション施策の一種であり、複数回の個別的なやりとりを通じて、

対象者の交通行動の自発的な変容を期待する施策です。 
TFP のプラグラム形態の代表的なものとして、フルセット TFP、簡易 TFP、ワンショット TFP の

３つがあります。 
各 TFP の基本的な流れは下図に示すとおりです。 

■フルセットＴＦＰ 
いわば「フルセット」の TFP であり、後述する簡易 TFP に事後のフィードバックを加えたもの。 も大きな

効果が期待で   きるが、参加率が低下する傾向にある点を注意する必要がある。 
■簡易ＴＦＰ 
一定の参加率と一定の効果の双方を期待できる。 も基本となる TFP。 

■ワンショットＴＦＰ 
簡易 TFP から事前調査を削除したもので、予算が限られている場合や、事前調査がなくてもある程度、個別的

な情報が提供可能な場合に得策。 
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③その他のコミュニケーション手法 

その他のコミュニケーションの手法としては、次のものがあり、TFP やこれらの手法を組み合わせ

て自発的な行動変容を促すことが重要です。 
【ニューズレター】 

当該地域の交通問題や、交通に関わる一般的な問題についてのコラムなどから構成されています。過度な自動

車利用からの行動変容についての基本的な意識に働きかけるものです。 
【講習会】 

参加できる人数が限られたものとなる傾向がありますが、ニューズレターやマスメディアよりも、より説得的

に、多面的な情報、メッセージを提供することができます。 
【ワークショップ】 

参加できる人数が限られたものとなる傾向がありますが、地域社会や当該組織における、社会学で言われるい

わゆる「オピニオンリーダー」の方達の参加が期待できるのなら、「口コミ」による情報伝達がなされる可能性

があり、集計的なレベルにおいても影響が生ずる可能性は大いに期待できます。 
【マスメディア】 

ニューズレターと同様に、新聞、ラジオ、雑誌などを通して、過度な自動車利用からの行動変容についての基

本的な意識に働きかけるものです。 

 
(2)交通整備・運用改善施策 

「自発的な行動変容」をサポートすることを目的とした、公共交通の利便性の向上や料金施策など

（pull 施策）や、自動車の利用規制や課金施策など（push 施策）を意味します。コミュニケーショ

ン施策と適切に組み合わせることで、「自発的な行動変容」をより大きく期待できるモビリティ・マネ

ジメントの展開が可能となります。 
 
(3) “ 一時的” な交通運用改善施策 

財源や合意形成の問題などのために、しばしば、上記の様な「交通運用改善施策」の実施が難しい

場合があります。その場合には、それらの施策を「一時的」に実施するだけでも、「自発的な行動変容」

をサポートすることができます。 
 
出典：モビリティ・マネジメント交通をとりまく様々な問題解決に向けて 国土交通省 
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 特定路線の利用促進のためのモビリティ・マネジメントの事例 

利用者にわかりやすい系統番号の共通化 

 実施地域  実施規模 
大分県・大分市 約 19 万世帯 

 実施主体 
大分県・大分市・大分県バス協会 

 実施時期 
2006～2007 年度 

 実施対象 
市内全世帯 

 

内容 
大分市を中心とする地域では、主に２つのバス事業者が路線バスを運行しているが、事

業者毎に行先番号の体系が異なる上、利用者にその存在や意味があまり知られていなかっ

た。そのため、大分県・大分市とバス業界の連携により、共通のルールに基づき、利用者

にとって走行経路がわかりやすい系統番号の共通化を行い、車両、路線図、時刻表、バス

停に使用した。さらに、市内全世帯（約 19 万世帯）に、共通の系統番号を用いた公共交通

マップを配布した。 
共通化された系統番号は、市内中心部の走行経路（基幹経路）を示すアルファベットと

行先と示す２桁の数字からなっている。また、公共交通マップは酒造メーカー等の協賛を

得て平成 19 年度から広告収入により約 10 万部が発行され、大分市の転入届受付窓口等で

配布されている。 
 

効果 
バス事業収入が約 1.5%、年間で

約 5000 万円の増加が見込めると

の結果となった。また、便益とし

て省エネルギー効果のみを用いて

費用便益比を求めた所、3.48 とな

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲利用者向けパンフレット  
出典：モビリティ・マネジメント 交通をとりまく様々な問題解決に向けて 国土交通省 
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 職場におけるモビリティ・マネジメントの事例 

交通運用改善と合わせた職場モビリティ・マネジメント事例 

 実施地域  実施規模 
京都府京都市南区久世工業団地周辺 対象者約 1,700 人・ツール配布対象

者約 500 人  実施主体 
久世工業団地周辺地域共同運行シス 
テム構築検討会議（国・京都府・京都 
市・学識経験者・京都商工会議所・工 
業団地協同組合・地元企業等） 

 実施時期 
2005～ 2006 年度 

 実施対象 
久世工業団地及び周辺の事業所 

 

内容 
京都市南区の久世工業団地及びその

周辺においては、 寄り駅への公共交

通サービスが希薄なことが要因となっ

て、多くの従業者は通勤をマイカーに

依存している。また、いくつかの事業

所では独自に送迎バス等の運行を行っ

ているものの、利用率は低いものとな

っていた。 
2006 年１月に、京都府では、府南部

地域（京都市南区・伏見区、久御山町）

の企業経営者を対象とした通勤交通マ

ネジメントに関する研究会（21 社が参

加）を設置して、地域の交通サービスを考え、自動車通勤から公共交通への転換を促すた

めの具体的な施策を検討し、久世工業団地周辺における送迎バスの共同化が提案された。 

▲対象地域の位置図 

第 1 ステップとしては、2006 年 9 月に、久世工業団地内及び周辺に立地する企業・事業

所に勤務する従業員（約 1,700 人）を対象に、通勤交通の実態や「新しい通勤バス」の利

用意向及び個人属性について、アンケート調査を実施した。 
第 2 ステップとしては、同年 10 月から 11 月にかけて、共同送迎バスの試験運行の準備

として利用者数を推定し、試験運行ルート及び乗降位置や運行ダイヤ、運行車両を検討す

るとともに、以下のコミュニケーションを実施した。 
○ニューズレター発行：当該地域の通勤事情や共同送迎バス試験運行の内容、動機付けを

目的としたコラムなどを掲載したニューズレターを対象事業所に複数回配布。 
○記念講演：「かしこいクルマの使い方を考える企業の取り組み～職場モビリティ・マネジ

メントを考える～」をテーマに企業の職員研修として実施 
 
出典：モビリティ・マネジメント 交通をとりまく様々な問題解決に向けて 国土交通省 
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○ホームページ・問い合せ窓口の設置：ホームページと共同送迎バスの運行に関わる問い

合わせのための電話を設置し、運行便の混雑状況や利用状況を提供 
○グッズ・チラシの配布：対象事業所の全従業員に共同送迎バスの時刻表と実験への申込

用紙を兼ねたチラシや、「利用に関するご注意（裏面に車輌の写真）」、「乗り方案内（の

りば案内、時刻表など）」、「乗車チケット（60 回分）」「かしこいクルマの使い方を考え

るプロジェクト（動機付け冊子）」「バンドエイド」のグッズをＡ５サイズのホルダーに

ワンセットにして配布 
○通勤プランの配布：申込者に送迎バスを使った通勤方法を情報提供 
○交通診断の実施：希望者を対象に面談方式で、通勤行動の改善策をアドバイス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲共同送迎バスの乗り方案内(裏面は鉄道時刻表) 

効果 
試験運行以前から送迎バスを利用していた対象者の試験運行期間中の平均利用人数は１

日当たり 155 人であり、試験運行期間中全体の平均利用人数は１日当り 272 人となってい

ることより、約 1.74 倍の利用増があったと考えられる。 
また、この共同送迎バスは、「試験運行」の成功を受けて、共同運行の期間が延長され、

さらに、2007 年 5 月 14 日から「久世共同運行バス」として、地元企業により本格運行が

始まっており６月末現在では 316 人と試験運行以前と比べ倍増している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：モビリティ・マネジメント 交通をとりまく様々な問題解決に向けて 国土交通省 
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 学校教育におけるモビリティ・マネジメントの事例 

簡易プログラムによる学校モビリティ・マネジメント事例 

 実施地域  実施規模 
５年生３クラス

 実施時期 

神奈川県秦野市 
 実施主体 

神奈川県秦野市都市計画課 2004 年度 
 実施対象 

神奈川県秦野市立堀川小学校 
 

内容 
秦野市は人口約 17 万人の都市であるが、自動車の交通機関分担率は、平成 10 年パーソ

ントリップ調査において約 40％となっており、交通渋滞は朝夕のピーク時、秦野駅周辺や

国道 246 号において慢性的なものとなっている。 
学校教育へのモビリティ・マネジメントの実施にあたっては、TDM 教育の位置付けや時

間的制約などより実施が困難な場合も多くある。そのため、短期間（1 回 2 時間）で実施

可能な、簡易プログラム（授業カリキュラム）の構築を目的として、小学生を対象に学校

教育におけるモビリティ・マネジメントを実施した。 
簡易プログラムによるモビリティ・マネジメント授業は、2005 年 3 月上旬に 3-4 時限を

用いて、教諭ではなく交通の専門家が授業を行った。 
授業では、まず、利用コスト、環境、交通事故の観点から、これまで何気なく同乗して

いた自動車のデメリットを指摘すること、そして、その上で身近な秦野市の交通の現状を

示すことで「かしこいクルマの使い方」への動機付けを試みた。休憩後、実際にかしこい

クルマの使い方を考えてもらうため、行動プラン票を 5-6 名のグループに 1 枚、秦野市の

バス路線図と併せて配布し、あらかじめ準備した仮想的な「秦野市内の自動車利用トリッ

プ」を、公共交通や徒歩・自転車に変更する行動プランの策定を課題として作業を行った。

各グループで話し合いながら行動プラン策定作業を行い、その後、策定した行動プランの

発表を行った。 後に、保護者とこの授業内容について話し合うための資料を配付して授

業を終了した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲行動プラン票の作成風景 

出典：モビリティ・マネジメント 交通をとりまく様々な問題解決に向けて 国土交通省 
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効果 
カリキュラム実施日の朝とカリキュラム実施から一週間後及び 10 ヵ月後に、児童に対し

て効果計測のためのアンケート調査を行った。その結果、「クルマでの移動がすきです

か？」と「できるだけ、クルマ利用を控えようと思いますか？」の 2 つの心理指標におい

て、事前と 10 ヶ月後の 2 時点間で、望ましい方向に統計的に有意な差がみられた。また、

児童自身がクルマに同乗しての利用回数についても事前の 3.69 回／週から 10 ヵ月後には

2.90 回／週と改善がみられ、簡易プログラムにおいても、長期的な効果が継続している。 

 

▲心理指標の平均値の変化 

 

▲ 近 1週間のクルマ利用回の変化 

 
 
出典：モビリティ・マネジメント 交通をとりまく様々な問題解決に向けて 国土交通省 
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 特定路線の利用促進のためのモビリティ・マネジメントの事例 

コミュニティバスの利用促進のためのモビリティ・マネジメント事例 

 実施地域  実施規模 
5000 世帯

 実施時期 

茨城県龍ヶ崎市 
 実施主体 

東京工業大学（龍ヶ崎市が協力） 2005 年度

 実施対象 
コミュニティバス沿線の住民 

 

内容 
茨城県龍ヶ崎市のコミュニティバス（龍・ゆうバス）は、導入当初から利用者数は順調

に伸び続けていたが、導入４年目にあたる平成 17 年度では、前年度からの増加は低い水準

に留まっており、おおよそ需要増も頭打ちの状況に近づいてきた。 
2005 年 8 月に、市内の全世帯に「コミュニティバス通信」と題したニューズレターを配

布し、コミュニティバスに関する情報や、一般的な交通に関する話題を提供してコミュニ

ティバスに対する関心を喚起させた。（以降、コミュニティバス通信は第 6 号まで発行され

ている。）その後、コミュニティバスの循環ルートの沿線全世帯（約 5,000 世帯）を対象に、

以下のような簡易 TFP を実施した。 
第 1 ステップとして、同年 9 月上旬に、バスや自動車利用に対する心理・行動指標や交

通行動について把握するため事前調査を実施した。 
第 2 ステップとして、第１ステップの回答者に対して、同年 10 月中旬に、動機付け冊子、

コミュニティバスの路線図・時刻表、コミュニティバスの乗り方などの情報提供と行動プ

ラン票を配布するコミュニケーション・アンケートを行った。なお、一部の対象者につい

ては、寄せられたコミュニティバス等に関する意見や要望に対して、11 月上旬に、個別に

回答の返信を行った。なお、効果測定のための事後調査は、同年 12 月中旬に実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ▲コミュニティバスの乗り方 ▲あなたのバス利用プラン 

出典：モビリティ・マネジメント 交通をとりまく様々な問題解決に向けて 国土交通省 
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効果 
モビリティ・マネジメント対象路線の龍・ゆうバスの 2004 年度から 2005 年度にかけて

の利用増加数は、モビリティ・マネジメント実施前（4 月～9 月）では前年同期より 2,935
名の増加であったが、実施後（10 月～3 月）では前年同期より 5,133 名の増加と利用増加

数が約 75％増加した。しかし、モビリティ・マネジメントを実施しなかった路線ではこう

した傾向がみられなかったことから、対象路線の上述の需要変化はモビリティ・マネジメ

ントによるものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲循環ルートの利用増加数の変化 ▲路線別の利用増加数の変化 

 
出典：モビリティ・マネジメント 交通をとりまく様々な問題解決に向けて 国土交通省 
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(2)実施方法 

市民、児童・生徒、従業者を対象とした自動車から公共交通への転換を促す働きかけを

行っていく。 
 

① 住民利用者向けプログラム 
・対象：市民(中心部) 
プログラム内容：100 名の市民を対象に使いやすいバスマップを作成・配布するとと

もに、コミュニケーション・アンケートを実施する。その検証結果を次年度以降の施

策内容へ反映する。 
効果：過度なマイカー依存を脱却するため、移動手段の選択肢として公共交通を市民

のライフスタイルへ位置づける。 
・対象：市民(郊外部) 
プログラム内容：マイタウン・バスが運行する地域(西部、北部、南部、東部地域)の
住民へ公共交通を利用するライフスタイルを提案し、地域住民の一層の活用を図ると

ともに、運営の担い手を養成する。 
効果：マイタウン・バスの利用者が増加し、将来にわたり路線を維持することができ

る。 
 

② モデル団体向けプログラム 
・学校向け 
対象：市内小中学校(山王中学校) 
プログラム内容：自家用車に出来るだけ依存せずに生活することが、環境保護などの

面で有効であることを周知する教材を作成し、それによる交通環境学習を実施する。 
効果：低年齢時から学習することにより公共交通利用の意識の形成を図る。 

 
・職場向け 
対象：市内事業所(市役所) 
プログラム内容：公共交通利用を促す資料を作成・配布するとともに、通勤手段の変

更意向に関するアンケートを実施することにより、移動手段を転換させ、その定着を

図る。 
効果：交通渋滞の緩和、環境負荷の低減などの効果を市内企業にアピールし、同様の

取組みを促す。 
 

③ 住民利用者向けプログラム 
・対象：市民(郊外部) 
プログラム内容：マイタウン・バスが運行する地域(西部、北部、南部、東部地域)の
住民へ公共交通を利用するライフスタイルを提案し、地域住民の一層の活用を図ると

ともに、運営の担い手を養成する。 
効果：マイタウン・バスの利用者が増加し、将来にわたり路線を維持することができ

る。 
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代替交通の導入 

1. 住民組織や地元関係者(企業等)が参画した組織による代替交通の導入、運営準備 
 

(1)

 

導入、運営準備の実施 
秋田市における郊外部既存バス路線の廃止に伴う住民組織や地元関係者(企業等)が参加

した組織による代替交通の導入、運営準備は以下のフローに従って行う。 
研究会、運行説明会の設置、運営は市民、地元関係者が主体とするが、その設立・運営

は市が支援する。 

郊外部

▼代替交通の導入、運営準備の実施フロー 

 代替交通の形態を検討するために住民
の交通利用状況を把握するとともに、代
替交通導入にあたって考えられるさま
ざまな公共交通施策について、住民の評
価や利用意向を明らかにする実態調査
を実施する。 

廃止バス路線利用実態調査 

 代替交通の導入に向けて、地域住民、地
元関係者を中心として、交通事業者、市
で構成される研究会を設置し、利用実態
調査結果及び既に導入済みの代替交通
の状況を踏まえつつ、運行形態の協議・
検討を行う。(市が運営を行う) 

研究会の設置・運営 

 地域住民、地元関係者を中心として交通
事業者、市で構成される運行協議会を設
置し、運行形態、利用促進に関し交通施
策や提言を行い、運行に必要な事項に関
して協議する。 

 当初は市が運営を行う。 

運行協議会の設立・運営 

導  入 

運営方法、運行形態の見直し検討 

将来的には地域住民・地元関係者が

主体となった運営 

 検討した運行形態の課題を
検証するため、実証実験も
しくはグループインタビュ
ーによる住民ニーズの把握
を行う。 

運行形態の検証(実証実験) 

当初は市が運行費を

負担し、運営 
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現在の代替交通の導入、運営準備状況は以下の通りである。 
▼代替交通導入、運営準備状況 

 西部地域 北部地域 南部地域 東部地域 

利用 

実態調査 
平成 15 年度実施 平成 16 年度実施 平成 18 年度実施 平成 17 年度実施

研究会 ― 
終了 

(平成 15 年度) 

運営中 

(平成20年5月～) 
設立予定 

導入 

導入済 

(委託運行) 

(平成 17 年 10 月)

導入済 

(平成20年4月～)

導入予定 

(平成 20 年度) 

導入予定 

(平成 21 年度) 

運行 

協議会 

運営中 

(平成18年2月～)

運営中 

(平成20年6月～)
設立予定 設立予定 

 
 
 
 

▼マイタウン・バス西部線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼マイタウン・バス北部線 
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(2)グループインタビュー等による市民・地元関係者のニーズの把握とこれを反映した代替交

通の検討を支援 

 下北手線、上北手線、木曽石線、仁別線、太平線の 5 路線が平成 21 年度末に廃止予

定である。 
 平成 22 年度の代替交通の導入に向けて平成 21 年度に地域住民・地元関係者を中心

として、交通事業者、市で構成される研究会を設置し、平成 17 年度に実施された利

用実態調査及び北部地域の取り組みを踏まえつつ、運行形態の協議・検討を行う予

定である。 
 地域住民・地元関係者に対してグループインタビュー等を実施し、そのニーズを把

握し、研究会での検討を支援する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65



 
(3)運行車両購入費の補助による運行事業者への運行支援 

 北部地域ではジャンボタクシーによる運行を行っている。 
 現在、河辺および雄和地域公共交通研究会で平成 21 年 10 月１日からの代替交通導

入向けて運行形態等について検討中である。 
 利用状況に応じた現在の代替交通の運行形態案で必要な車両はジャンボタクシー４

台、マイクロバス２台の予定である。 
 市内運行事業者の現状としてはマイクロバス車両については余裕はあるがジャンボ

タクシー(24 台)はすべて使用中であり、現在想定している代替交通案で使用できる

車両はなく、運行事業者も新たな車両を購入できる状況にはない。 
 また、東部地域でも平成 22 年度に代替交通導入を検討しており、さらにジャンボタ

クシーが必要になる可能性もある。 
 そこで、市が代替交通導入に際し、運行事業者に対して運行車両購入費の補助を行

い、運行を支援する。 
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2. 住民組織や地元関係者(企業等）が参画した市民団体や NPO 法人等の組織を設立し

て代替交通を運営し、交通事業者に運行委託もしくは住民ボランティアが運行 
 

 導入、運営に際しては、既存の運行協議会や新たな住民組織や地元関係者(企業等）

が参画した市民団体や NPO 法人等の組織を設立して代替交通を運営し、交通事業者

に運行委託もしくは住民ボランティアが運行する方法が考えられる。 

郊外部

 自動車から公共交通への転換に向けた市民への啓発及び代替交通の運営の担い手養

成目的としたモビリティ・マネジメントを実施する。 
 導入、運営にあたり、商業施設など沿線施設、地域住民による利用促進活動や資金

協力が考えられる。 
 今後、各地域の運行協議会において導入、運営方法について検討していく。 
 市は地域住民による運営の担い手の養成、運営に関する補助制度の創設、運行事業

者の仲介、中心部のバスと郊外部の乗り継ぎ地点整備といった支援を実施していく。 
 交通事業者は、運行受託や運営の協力などの役割を果たしていく。また、交通事業

者が運行する中心部のバスと郊外部の代替交通のスムーズな乗り継ぎを確保するた

めのダイヤ及び乗り継ぎ地点の調整、代替交通のルート延伸への柔軟な対応により、

代替交通の導入、運営に協力していく。 
 次頁以降に他都市の参考事例を示す。 

 

▼運営の担い手の養成の仕組み、手順 

 
1.地区での話し合い 

 運行協議会や町内会等で代替交通運営
について話し合う。 

 「代替交通の運営」のノウハウについ
て、職員の派遣による説明を行う。 

3.住民主体の運営方法の検討、申請・提言 

 運営の担い手が中心となって北区内で運営
検討組織し、住民主体の運営方法を決定し、
住民の合意を得た上で、運行協議会へ申請・
提言を行い、運行協議会にて認可をもらう。

2.説明・相談 

 公共交通の運営を親切に伝えるよう、そ
のノウハウ、制度等について市で職員派
遣による説明会や公共交通の情報及び
資料提供等の支援を行い、運営の担い手
を養成する。 

4.運営を支援 

 運営に関する補助制度の創設、運行業者の仲
介、中心部のバスとの乗り継ぎ地点整備とい
った運営面での支援を行っていく。 

地 
 

区 

市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 21 年度 モビリティ･マネジメント実施方針(案)〔再掲〕 
●住民利用者向けプログラム 

 対象：市民(郊外部) 
プログラム内容：マイタウン・バスが運行する地域(西部、北部、南部、東部地域)の
住民へ公共交通を利用するライフスタイルを提案し、地域住民の一層の活用を図ると

ともに、運営の担い手を養成する。 
効果：マイタウン・バスの利用者が増加し、将来にわたり路線を維持することができ

る。 
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・ここでは、三者の役割分担を含めた全国の事例を紹介する 
 

▼運行説明会の様子 ▼生活バスよっかいち

 ・その過程において、新たな公共交通機関のニーズを創出する事を目標として、費用は、地域企業から
の協賛金を得て、地域住民が主体である公共交通機関の運行、企画に携わる事となった 

 
 ・試験運行開始当初は、任意団体「生活バス四日市運営協議会」(2002年9月設立、地域住民と協賛企

業、三重交通からなる)を設立し、地元企業から協賛金をあつめて、無償による運行を行っていた 
 ・その後、2003年4月からは本格運行に移行することとなり、新たに運営主体としてNPO法人「生活バス

四日市」が発足することとなった 
 ・この際、1乗車100円の運賃をとることと、新たに行政から支援を受けることとなった。 
 
【運行主体】 
 ・NPO法人「生活バス四日市」が主体となって運営 
 
【運賃】 
 ・運賃は一乗車100円 
 
【利用者数】 
 ・無償試験運行時においては、平均70～80人程度の利用であった 
 ・その後、本格運行に移行しても減少は見られず、平均90 ～100人程度と増加傾向にある 
 
 

 ・このため、自治会と一部住民が中心となり「生活バス」として運行できないかの検討が行われることとな
った 

 ・地元である羽津地区においては、アンケート調査を行ったところ、バスがなくなっては困るという意見が
多くを占めた 

 ・四日市市の羽津地区には、三重交通により近鉄名古屋駅へのアクセス路線としての「羽津山線」と近鉄
四日市駅を結ぶ「垂坂線」の2路線が運行されていた 

 ・しかし、維持困難の理由から2002年5月31日をもって垂坂線は廃止 

 
 【経緯】 

＜参考事例 1＞ NPO による運営(三重県四日市市「生活バスよっかいち」) 
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病院構内で折り返す→ ←拠点である醍醐駅

＜参考事例 2＞ 地域住民主導のバス運行(京都府京都市醍醐地区コミュニティバス) 
 
【経緯】 
 ・醍醐地区は丘陸地区に広がる住宅地 
 ・市営バス路線が廃止となり、京阪バスが幹線道路を走るのみとなった 
 ・住民が「醍醐地域にコミュニティバスを走らせる会」を組織し、ルート及びバス停も協議した 
 
【醍醐コミュニティバスのコンセプト】 
 
 
 
 
 
 
 
【運行主体】 
 ・醍醐地域にコミュニティバスを走らせる市民の会 
 
【運行業者】 
 ・ヤサカバス 
 
【運賃】 
 ・均一200円(小児100円) 
 ・1日乗車券300円 
 
【路線】 
 ・9系統 
 
【利用者数】 
 ・当初の目標利用者数の約1.6倍の利用(H17実績)があり、利用者要望により土日の運行本数を増やす

など、積極的な運行が行なわれている 
 
【効果】 
 ・市民が主導となることで市民が望むバス路線を設定でき、さらに市民のニーズが的確に反映される 
 
【運行補助】 
 ・国や自治体からの財政支援無し 

(運行経費は運賃収入、病院・寺院・商業施設等の「コミュニティバスパートナーズ」や個人応援団による
募金によりまかなわれている) 

1．真に「コミュニティ」のためのバスシステムに 
2．これまでの公共交通とは異なるニーズに対応 
3．地域全体をカバーしたネットワークに 
4．気楽に乗れる運賃体系に 
5．コミュニティを活かした市民本位・市民参加の仕組みづくりにつながることが重要です 
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【運賃】 
 ・一般利用者、高齢者、障害者：一律200円 
 ・小学生以下：一律100円 
 
【特色】 
①予約代行サービス 
  ・高齢者や障害者など予約が不便な方には、目的地の停留所から帰宅する際に役場や郵便局、病

院、銀行など主な施設で「あねっこバス」の予約電話をかけることが可能 
②あねっこバス予約専用直通電話 

 ・役場、病院など町内の10箇所に、「あねっこバス」の予約専用直通電話を設置した。料金は無料。 
③運営はNPO、タクシー会社が予約受付 
  ・NPOが運営し、運行しているタクシー会社が予約センターとなっている。 
 

＜参考事例 3＞ NPO によるデマンド型乗り合いタクシーの導入(岩手県雫石町) 
 
【実施経緯】 
 ・県交通のバス路線廃止の方針を受けて、町内バス8路線全てを廃止することになったため、生活交通

対策提言委員会を設置し、市民ニーズを満たす新たな交通網整備を検討してきた。NPO法人による運
営は県内初の試み。 

 ・デマンド型タクシー(予約型)で、9人乗りワゴン型タクシー1台で運行 
 ・平成16年4～6月までの3ヶ月間は試験運行し、7月以降は試験結果を踏まえ住民の要望などを取り入

れながら段階的に本格運行とし現在に至っている 
 
【施策概要】 
 ・運行日：平日と土日祝祭日 
 ・運行本数：平日⇒「上り」1便、2便、3便 

「下り」2便、3便、5便 
予約がない場合には運行しない 
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3. 代替交通の運行 
(1)代替交通の費用負担 

 郊外部における赤字額の大きな不採算路線は、赤字路線からの脱却は難しいため、市で
は地域に密着した路線維持の一方策として、秋田市が事業主体となる「委託運行」 を行っ
ている。 

郊外部

   具体的には、廃止路線バスに対し、秋田市が事業主体となり、運行費用を負担して「代

替交通」 を運行している。 

   市は、運行主体となる貸切バス事業者とマイタウン・バス運行に係る運行協定を締結し、

負担金を交付している。 

▼郊外部不採算路線一覧 
平成 17 年度(導入済み) 

(西部地域) 
豊岩線、下浜線、浜田線 

豊浜ふれあい号 

(H17.10～)

平成 20 年度(導入済み) 

(北部地域) 
堀内線、小友線、下新城線、上新城線 

北部ふれあい号 

(H20.4～)

平成 21 年度(予定) 

(南部地域) 
雄和線、岩見三内線、ユーグル 検討中 

平成 20 年度(予定) 

(東部地域) 

下北手線、上北手線、木曽石線、仁別線、

太平線 
検討中 

  
 

4. バス事業者の使用する行政財産使用料の減免 
 

代替交通と中心部のバスの乗り継ぎ地点及び代替交通のバス待合所が市の所有施設の場合

には、市はバス事業者が使用する行政財産使用量の減免による支援も実施している。現時点

では、下表のような土地・建物で実施されている。 

郊外部

 
▼バス事業者が現在減免を受けている土地・建物 

所在地 使用用途・目的 

雄和市民センター内のバス専用レーン・バス乗り継ぎ施設 ユーグル運行 

雄和バスターミナル及びその敷地 ユーグル運行 

雄和地区内バス待合所(6 箇所) ユーグル運行 

泊田バス回転地 マイタウンバス西部線運行 
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5. 中心部のバス路線へのスムーズな乗り継ぎの確保 
(1)

(2)

中心部のバスと郊外部の代替交通の乗り継ぎ地点整備 
市は中心部のバスと郊外部の代替交通の乗り継ぎ地点整備の支援を実施していく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼秋田市の目指すべき将来都市像における 

乗継ターミナル 

▼乗り継ぎ地点整備イメージ 

（秋田大学医学部附属病院の上屋付きバス

ターミナル） 

 
中心部バス路線と郊外部の代替交通のスムーズな乗り継ぎを確保するためのダイヤ及び    
乗り継ぎ地点の調整 
交通事業者は、交通事業者が運行する中心部のバスと郊外部の代替交通のスムーズな乗

り継ぎを確保するためのダイヤ及び乗り継ぎ地点の調整、代替交通のルート延伸への柔軟

な対応により、市民・地元関係者による代替交通の導入、運営に協力していく。 
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必要に応じて市民・地元関係者が参画した組織を設立し、自ら生活交通の導入を検討する 

1. 住民組織や地元関係者(企業等）が参画した市民団体や NPO 法人等の組織を設立し

て代替交通を運営し、交通事業者に運行委託もしくは住民ボランティアが運行 
公共交通空白地域 

 地域として生活交通が必要でその導入を検討する際には、市民・地元関係者が参画

した市民団体や NPO 法人等の組織を自ら設立して検討し、導入後の運営も行う。 
 運行方法としては、交通事業者に運行委託もしくは住民ボランティアが運行する方

法が考えられる。 
 導入、運営にあたり、商業施設など沿線施設、地域住民による利用促進活動や資金

協力が考えられる。 
 市は、導入への補助制度の創設、運行事業者の仲介といった支援を実施していく。 
 交通事業者は、運行受託及び導入検討、運営への協力といった役割を果たしていく。 
 次頁以降に他都市の参考事例を示す。 
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▼藍内線(弘前市)

＜参考事例 1＞住民が運行費の一部を負担(青森県鯵ヶ沢町・相馬町) 
 
 ・青森県鯵ヶ沢深谷線、弘前市(旧相馬村)藍内線の2路線バスの運行費の一部を地域住民が負担(回数

券を購入) 

 ・住民の負担額 2,000円/月(1戸当り) 

 ・当初住民負担は1,000円/月(1戸当り)であったが、利用者減少が進んだことから2,000円に増額されて

おり、今後の更なる負担増が懸念される状況 

 

 【経緯】 

 ・深谷地区は同町の中心部から約20km離れており、路線バスの運行が切望されていたものの、採算性

の問題から当初実現に至らなかった。 

 ・地域社会の衰退→公共交通の衰退→地域社会の衰退を一層加速するといった悪循環に対する自治

体の危機感から、地域内の路線バス(弘南バス)の維持を図るため、平成2年に弘前市を中心とした津

軽地域28市町村により、路線バス懇談会(平成5年3月に津軽地域路線バス維持協議会に改組)が設

立。 

 ・この中で弘南バスがバス交通を担当する、自治体が地域交通の維持に責任を負う、地域住民も応分

の責任を負う、ことが基本合意された。 

 ・その結果同協議会の「ワーキングチーム」から運行費用の住民の一部負担が提案され、具体的な路線

として鰺ヶ沢町深谷地区(62世帯すべて賛同)に深谷線が開設された。 
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＜参考事例 2＞高齢化の進んだ郊外住宅団地における住民誘致による乗合バス「住吉台く

るくるバス」(神戸市) 
 
【実施経緯】 

 ・住吉台は1970年代に六甲山の南傾斜に造成された分譲住宅地で、最寄り駅から4kmの急坂を介して

いる。 

 ・入居当時は住民も若かったが、近年は高齢化し、住民から坂道や階段の上下の苦情が訴えられるよう

になった。 

 ・地区の入口までは御影・住吉と甲南山手から渦森台を結ぶ神戸市営バスが走っているが、住宅地まで

はさらに急な坂を数百m上らなければならない。 

 ・住民は市バスの乗入れを要望したが、地区内の道路幅と急傾斜のため別地区と共用できる大型バス

が入れないとして実現しなかった。 

 ・このため住民たちは自らバスを走らせようと2003年ごろから活動を開始した。 

 ・国の「全国都市再生モデル調査」に選ばれたことから、2004年2月にNPO法人が主体となり実験運行

が行われ、その実績をもとに東灘区内の住民や学識経験者、実験運行を行ったみなと観光バスなどで

構成する「東灘交通市民会議」が組織され、関係機関やバス事業者との調整と住民の相互理解を図

り、ルートやバス停を住民たちで決定、申請も行った。 

 ・2005年1月23日から「住吉台くるくるバス」が本格運行を開始した。 

 

 【施策概要】 

 ・運行主体 

  東灘地区市民会議 

 ・運行事業者 

  みなと観光バス 

 ・運行車両 

  後部リフト付き小型バス3台(28人乗) 

 ・運行経路駅 

  JR住吉台駅⇔住吉台住宅地 

 ・運賃 

  均一200円 

 ・運行時間帯 

  6時～21時(15分ヘッド(一部時間帯を除く)) 

 ・利用者数 

  2005年6月には1日平均750人(座れないことも多い) 

 ・運行補助 

  自治体からの財政支援無し 
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＜参考事例 3＞住民によるコミュニティバスの導入(千葉県市原市) 
 
【実施経緯】 

 ・市原市青葉台地区はJR内房線姉ヶ崎駅から1.5～2km程度離れた住宅団地であるが、団地内に起伏

があることや道路形態などからバス運行がなく、近くの街道まで出ないと路線バスを利用できなかっ

た。 

 ・地元自治会は、平成8年からバス会社に運行を要望してきたが、現実に至らなかった。 

 ・平成15年度には、市が「バス交通調査」を実施し、公共交通空白地域における住民主体のバス等の運

行を検討することとし、市内の町会などに説明を行った。 

 ・平成16年8月に、地元3町会が「青葉台地区に市民バスを走らせる研究会」を発足させ、地元住民アン

ケート調査の実施、ルート・運行形態・運行ダイヤ・運賃・収支等を見当し、実現に向けた検討を行っ

た。 

 ・平成17年には、町会が「青葉台コミュニティバス運営協議会」を設置し、運行委託先を決定し、平成17

年11月に運行を開始した。 

 

 【施策概要】 

 ・運行主体 

  青葉台地区コミュニティバス運営協議会(町会の組織) 

 ・運行事業者 

  小湊鉄道(株) 

 ・運賃 

  100円～210円 

 ・運行時間帯 

  6時～23時 

 ・運行本数 

  21本/日(内、急行13本/日) 

 ・利用者数 

  21日当り250～300人(5.9～7.1/便) 

 ・運行補助 

  市からの補助あり。(運行経費の半分以内) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：バス・タクシーの地域住民ニーズ中間モード、システム新市場 地域科学研究会 
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＜参考事例 4＞住民主導型乗合タクシー「やぐちおもいやりタクシー」 (広島市) 
 
【実施経緯】 

 ・安佐北区口田地区のふじランド・上矢口地区を循環運行する住民主導型の乗合タクシーである。 

 ・地元の方々が中心となり、急な坂道が多く、住民の高齢化が進んでいるにもかかわらず、路線バスの

乗り入れがない地域の生活交通を何とか自分たちの手で確保しようと活動され、地元のタクシー会社

の協力のもと、平成15年8月から運行されている。 

 

 【施策概要】 

 ・運行事業者 

  地元タクシー業者 

 ・運行経路 

  ふじランド矢口地区～梅園団地～商業施設・医療機関～JR安芸矢口駅～ふじランド 

  (1週約8km、30分) 

 ・停留所 

  14箇所(一部フリー乗降区間あり) 

 ・運行回数 

  15便/日(日祝は運休) 

 ・運賃 

  1回300円(当日限り往復400円(復路100円)) 

  やぐちおもいやりタクシーを利用し、協賛商業施設で2千円以上の買い物をした人の復路運賃は商業

施設が負担 

 ・利用者数 

  運行当初は1日平均15人程度だったが、検討委員会を設置しアンケートを実施した頃から増え始め、

平成17年4月・5月は35人/日を超え、目標とする40人/日にほぼ届く程度になっている 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：バス・タクシーの地域住民ニーズ中間モード、システム新市場 地域科学研究会 
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利用しやすいバス運賃の検討 

1. 高齢者バス優遇乗車助成制度 
満 70 歳以上のかたは、1 冊 1,000 円分の高齢者専用回数券(ゆうゆう乗車券)を 600 円で

毎月 7 冊まで購入できる。申請により「高齢者バス優遇資格証明書」の交付を受け、販売

所で回数券を買うことができる。中央交通バス、マイタウン・バス西部線、北部線(予約式

乗合タクシー)で利用できる。 

全地域 

 

2. 障害者交通費補助事業 
身体障害者手帳・療育手帳を持っている人は以下の割引を受けられる。 

 

第 1 種身体障害児(者)ま

たは療育手帳Ａをお持ち

のかた 

12歳未満の第2種身体障

害児または療育手帳Ｂを

お持ちのかた 

12歳以上の第2種身体障

害児(者)または療育手帳

Ｂをお持ちのかた 

割引対象 本人及び介護者 本人及び介護者 本人 

市内路線バス 

リムジンバス 

高速バス 

割引率：50％ 

割引を受ける方法 
バスを降りる再に手帳を提示します。 

※高速バスは、乗車券購入時に手帳を提示してください 

 
【福祉特別乗車証】 

秋田市に居住するバス利用が可能な在宅で、身体障害者手帳または療育手帳を持ってい

る人は、申請により福祉と区別乗車証の交付を受けることができる。乗車証の交付を受け

られたかたは、手帳による割引との併用で、秋田市内の路線バスに限り、無料でバスに乗

車することができる。 
バスで通学、通所、通院しているかたで、一週あたり 3 日以上介護者が付き添っている

場合に限り、別途申請により、介護者の運賃も助成の対象になる。 
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1. 児童福祉施設整備推進事業(保育所バス更新経費) 
新市建設計画により予定している河辺地区及び雄和地域保育所の老朽化が著しい通園バ

スを年次計画により市の負担で更新する。 
 
 
 
 

2. 秋田市役所における公共交通機関や自転車等による通勤による CO2 削減 

バス利用環境の改善 

全地域 

公共交通利用の促進 

全地域 

秋田市では原油価格高騰対策として、市職員の自動車利用から公共交通や自転車利用等

の転換に力を入れており、引き続き継続していく。 
平成 20 年度の主な取り組みとしては以下のものが挙げられる。 

①秋田市環境部職員での自転車通勤等の奨励に伴う二酸化炭素の削減(H20 年 6 月) 
②秋田市役所全庁の職員に対する公共交通機関や自転車等による通勤の呼びかけ及

び通勤状況調査(H20 年 7 月 14 日～18 日、10 月 20 日～24 日に秋田市環境部が実

施) 
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代替交通の導入 

 
  

既存のスクールバスや福祉バス、病院送迎バス等の公共交通としての利活用の検討 

既存のスクールバスや福祉バス、病院送迎バス等の公共交通としての利活用の検討を行

う。 全地域 
 

▼送迎バスを運行している施設、企業（アンケート結果） 

 
（　）は秋田市外

分　類 施設・企業名
教育施設 日新小学校 杉の木園 （追分幼稚園） ひがし幼稚園

河辺小学校 (天王みどり学園） 太平幼稚園 手形幼稚園
岩見小学校 秋田養護学校 仁井田幼稚園 山王幼稚園
種平小学校 ノースアジア大学 上新城幼稚園 カトリック幼稚園
太平小学校 明桜高校 御所野幼稚園 くれよんハウス
大正寺小学校 さくら幼稚園 カナリア保育所 白百合保育所
雄和中学校 太平木曽石スクールバス こまどり幼稚園 白百合学童クラブ
栗田養護学校 秋田東幼稚園

福祉施設 清和病院 川口デイサービス ウェルビュー泉 ゆうわの里ケアセンター
いなにわクリニック 秋田ワークセンター リンデンバウ泉 愛心苑
外旭川病院 つどいの家 中央シルバーエリア 清遊園
秋田東病院 ユートピア ドリームカンパニーあゆみ 緑光苑
（斉藤整形） ほっと松崎 松寿会 ツクイ
稲庭クリニック 河辺荘 ニコニコ苑 山盛苑
御所野病院 小又の里 サンハウス 緑水苑
今村病院 あいぜん苑 竹生寮 湯楽館
杉山病院 幸楽園 三楽園
城東整形 千秋苑 大平荘在宅介護支援センター
いしやま内科クリニック 友愛の郷 金寿園在宅介護支援センター
緑ヶ丘病院 桜の園 河辺せせらぎ苑在宅介護支援センター
能登谷整形外科医院 新成園 （特別養護老人ホームつくし苑）
八橋デイサービスセンター旭南デイサービス ケアホームさつき

商業施設 生協 （サンルーラル大潟） 秋田パークホテル イヤタカ
セントポーリア協会 ウェディングヒルズ御所野 ホテルクリプトン 第一会館
中三 イオン ベルコ せきや

レジャー施設 アイビーボウル 椿台カントリークラブ 秋田温泉プラザ （男鹿温泉）
ファンキーボウル 太平山カントリークラブ 秋田温泉こまち （滝温泉）
ロックンボウル 秋田カントリークラブ 岩見温泉 （八郎沼ハイツ）
アルヴェ サブーン (温泉ゆぽぽ) （サテライト男鹿）
ボートピア河辺 ユフォーレ （くらら） （ウェルサンピア）
オーパス ユアシス （JCユナイテッド） （フォレスタ鳥海）
雄和交流館ヴィラウローラ華の湯 （サンルーラル大潟） （ハーブワールド西目）
サイクリングターミナル 大滝山温泉 （花葉館）
ユーランド八橋 貝の沢温泉 （ユメリア）
あったまりーな さとみ温泉 （神の湯温泉）

工場等 東北フジクラ たけや製パン 秋田海陸運送 日総工
東北ダイケン 猿田興業 イトーヨーカ堂 （TDK）
住友ベーク いなふく米菓 東北電力秋田火力発電所
秋田製錬(株) 小坂製練所 藤隆商事
工藤興業 珍田工業 ファッションサリー

その他 秋田アスレチッククラブ 南自動車学校 秋田県庁 JSS秋田スイミングスクール
秋田モータースクール 割山自動車学校 エスポルチ秋田 セントラルスポーツクラブ
プラザクリプトン 太平自動車学校 サンパル秋田 （若美観光）
まんたらめ （北日本自動車学校） 秋田県青少年交流センターユースパル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 平成 19 年度 路線バス等活用調査 通学方法実態調査 全校を対象としたアンケート

調査結果 秋田市 
※アンケート結果によるものなので全数とは限らない。 
 
 

1. 太平学習センター管理費 
市が秋田市立小学校、宿泊研修用務に太平山学習センターを使用するために、送迎バス

の運行を学校に委託している。 

その他 

全地域 
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